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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～
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目

　
　次

税
務
署
ニ
ュ
ー
ス

税
に
つい
て
ち
ょっ
と
考
え
て
み
よ
う
！

　
　
　
　
　
　
　「税
を
考
え
る
週
間
」・・・

2

ト
ピ
ッ
ク
ス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8

法
人
会
の
平
成
31
年
度

　
　
　
　税
制
改
正
提
言
・・・・・・・・・・・・
4

税
の
ミ
ニ
通
信

贈
与
税
の
非
課
税
枠
の
活
用
・・・・・・・・・・
3

新入会員を募集中！！新入会員を募集中！！

正しい税知
識を身につ

けたい。

もっと積極
的な経営を

めざした
い。

社会のお役
にたちた

い。

そんな経営者の皆様を
支援する全国組織、それが法人会です。
随時、新入会員を募集しておりますので、
ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、
ご紹介お願いいたします。

郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）
詳しくは事務局又は、ホームページで！ 郡山法人会



税務署ニュース
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税のミニ通信 贈与税の非課税枠の活用

東北税理士会郡山支部
税理士 折笠 真一

　財産を贈与すると贈与税が発生致しますが、以下の非課税枠をうまく活用すること
により、節税をすることができます。

1．基礎控除･･･1１０万円
贈与税は１人に対して年間１１０万円までの基礎控除があるため、１１０万円までは贈
与税は課税されません。
但し、毎年同じ金額を贈与している等の場合は、連年贈与とみなされて課税される
場合があります。

２．居住用不動産の配偶者控除･･･２０００万円
婚姻期間が２０年以上の配偶者で居住用不動産を贈与した場合は、２０００万円までは贈与税は課税され
ません。

申告が要件となり、不動産取得税と登録免許税は課税されます。

３．住宅取得等資金の贈与税の非課税･･･７００万円又は１２００万円
子供や孫に対して、住宅を購入等する資金として贈与した場合、７００万円又は１２００万円までは贈与税は
課税されません。
適用要件がある為、贈与の前に専門家に相談して下さい。

４．相続時精算課税制度･･･２５００万円
親から子へ又は祖父母から孫への贈与で、２５００万円までは贈与時に贈与税は課税されません。
適用要件やメリット・デメリットがあるので、専門家に相談して下さい。

５．教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税･･･１５００万円
子供や孫に対して、教育資金として一括贈与する場合、１５００万円までは贈与税は課税されません。
適用要件やメリット・デメリットがあるので、専門家に相談して下さい。

６．結婚・子育ての一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度･･･１０００万円
子供や孫に対して、結婚･子育て資金として一括贈与する場合に、１０００万円までは贈与税は課税されま
せん。

適用要件やメリット・デメリットがあるので、専門家に相談して下さい。

　近年、相続税の基礎控除額が減額になった事により、相続税の課税対象者が増加しております。
　上記の贈与税の非課税枠をうまく活用すれば、相続対策になりますが、活用の仕方によっては増税になる
場合もあります。
　総合的に判断できる専門家に相談する事をお勧め致します。
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ホンダコレクションホールを見学する参加者

手びねり体験

ゴルフコンペ優勝の
菊地孝明さん（右）と伊野会長

マッチングタイム芋煮会を楽しむ参加者

　１０月１１日、青年部会視察研修会を開催し、１２名の部会員が参加した。霧雨の中、
和気あいあいと一路栃木へ向け出発した。
　まずは、「ツインリンクもてぎ」のホンダコレクションホールを見学した。ホンダ
創業者、本田宗一郎氏のものづくりへの夢や情熱、ホンダの挑戦をパネルなどで紹
介している。また、当時の製品や２輪・４輪の市販車、レース車もそれぞれ展示して
おり、歴史とともに進歩してきたホンダの技術力と挑戦の軌跡を見学した。
　次に益子焼窯元共販センターで手びねりを体験。初めは賑やかに話しながら作製
していたが、次第に真剣になり、試行錯誤しながらそれぞれの個性が光る一品を
作り上げた。
　最後に宇都宮へ移動。二荒山神社を参拝した後、名物の餃子を堪能し、帰路に
着いた。

青年部会視察研修会 in 栃木青年部会視察研修会 in 栃木

　１０月２１日、「芋煮de恋活」を四季の里緑水苑で開催し、独身男女１３名（男性８名、女性５名）が参加した。
　はじめに、プロフィールカードを使いながら１対１の自己紹介を行い、男女ともに積極的に自己アピールをした。
　終了後は、グループに分かれて芋煮会。終始
和やかに食事を楽しみフリータイムへ。バドミ
ントンやキャッチボールを楽しむグループ、苑内
を散歩しながら紅葉を楽しむなどして、それぞ
れの時間を過ごした。
　最後に気になる方を指名投票する「マッチン
グタイム」を行い、１組のカップルが誕生した。

「芋煮de恋活」開催「芋煮de恋活」開催

　１０月２４日、第９回となるゴルフコンペを郡山ゴルフ倶楽部において開催し、３３名
が参加した。当日は天候に恵まれ絶好のゴルフ日和で、プレーを通じ会員相互の
親睦を深めた。成績は次の通り。（敬称略）
　優　勝 ＝ 菊地孝明（大成住宅㈱）
　準優勝 ＝ 佐藤宏記（㈱丸武商店）
　第３位 ＝ 今泉佳秀（㈱ニノテック）

会員親睦ゴルフコンペ開催会員親睦ゴルフコンペ開催


